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Ⅰ はじめに 

 

 １ 計画策定の経緯 

   柳川市民会館は昭和 46 年に開館し、これまで市の文化振興拠点として市

民に広く利用されてきました。しかし、建設から 43 年が経過し、雨漏りや

外壁コンクリートが剥離するなどいたる所で老朽化が進んでいます。また、

耐震診断の結果、現行の耐震基準に適応していないことが判明しており、

安全面に大きな課題を抱えています。 

さらに、市民会館の利用者の声として、施設の老朽化による機能の不備

や使い勝手の悪さ、特に柳川庁舎と同敷地であるため、催事の際に著しく

不足する駐車場問題に関する意見が多くあげられており、これらの問題を、

現施設の改修で対応することは困難な状況でした。 

   これらを踏まえ、新たな文化施設整備に関する市の基本的な考え方を示

す『柳川市民文化会館（仮称）基本構想』を平成 26 年 7 月に策定しました。 

   この基本構想に基づき、市民文化会館（仮称）整備に関する基本事項の

とりまとめを目的に、新施設の利用見込者や有識者で構成する「柳川市民

文化会館（仮称）基本計画検討委員会」を設置し、専門的な見地や利用者

の視点などからご意見、ご助言をいただきました。また、市民文化会館（仮

称）に関心のある市民に参加を呼びかけ、「柳川市民文化会館（仮称）市民

ワークショップ」を開催し、施設の機能や諸室などに関するハード面、運

営や事業などに関するソフト面について様々な意見を集約していきました。

さらに、この計画に対する意見を市民から広く募るために「パブリックコ

メント」を実施し、これらの結果を踏まえ平成 27 年 8 月に『柳川市民文化

会館（仮称）基本計画』を策定しました。 

 

  －経  緯－ 

  ○昭和 46 年 10 月 柳川市民会館が開館 

  ○平成 17 年 3 月 柳川市、大和町、三橋町が合併し、新しい柳川市が誕生 

  ○平成 19 年 2 月 『第１次柳川市総合計画』を策定 

  ○平成 24 年 3 月 柳川市民会館の移転新築構想を公表 

  ○平成 25 年 8 月 『柳川市民文化会館（仮称）基本構想策定アドバイザー会議』を設置 

  ○平成 26 年 7 月 『柳川市民文化会館（仮称）基本構想』を策定 

           柳川市民グラウンド（柳川市上宮永町）を中心とした 

 場所に建設することを決定 

  ○平成 26 年 11 月 『柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会』を設置 

  ○平成 27 年 8 月 『柳川市民文化会館（仮称）基本計画』を策定 
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 ２ 上位・関連計画における位置付け 

   文化振興に関する基本方針や計画、市民文化会館（仮称）の整備に関連

する計画などとして次のものがあります。 

 

  (1) 上位計画 

 

   ① 第１次柳川市総合計画 

     平成 19 年 2 月に『第 1次柳川市総合計画』を策定しました。 

     総合計画では、“水・人・歴史を育み、未来を拓くまちづくり”と“創

造と活力にあふれ、賑わいのあるまちづくり”を基本理念とし、“将来

像を生きがいと活力に満ち 自然と共生する住みよいまち”とし、さま

ざまな施策を展開しています。 

     施策の大綱におけるまちづくりの６つの基本目標のひとつである

「魅力と個性あふれる教育・文化づくり」において、「芸術文化の振興」

を施策として挙げ、施策実現に向けた取り組みとして“文化芸術の継

承、文化意識の高揚”“文化施設の充実”を掲げています。さらに土地

利用構想において、建設予定地である柳川市民グラウンド周辺含む北

部市街地地域の西南部を、文化振興を進める「文教地域」として定め

ています。 

 

   ② 柳川市民文化会館（仮称）基本構想 

     平成 26 年 7 月に『柳川市民文化会館（仮称）基本構想』を策定しま

した。 

     基本構想の策定に当たっては、各分野で活躍されている有識者を 5

名選定し、市民文化会館（仮称）整備に向けた基本的な考え方につい

て整理を行いました。 

     この構想では、文化振興における動向や柳川市の現状と課題などを

踏まえ、現在の市民会館に代わる新たな施設整備の必要性と基本的な

考え方、必要な機能、運営に関する方針などについてまとめています。

また、構想を実現するためにふさわしい建設適地についても示してい

ます。 

     これらを踏まえ、市民文化会館（仮称）は市民の文化活動の拠点  

として、豊かな心を育む文化創造の場、さらに、文化を通じて多様な

交流を生み出す交流の場となり、文化活動者だけではなく多くの方が

利用される施設としていくことを目標としています。 
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  (2) その他関連計画 

 

   ① 柳川市教育施策 

   ② 柳川市都市計画マスタープラン 

   ③ 柳川市景観計画 

   ④ 柳川市観光振興計画 

   ⑤ 柳川市地域ブランド戦略構想 

 

 

    [※計画体系図]  
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Ⅱ 基本理念 

 

 １ 柳川市民文化会館（仮称）の基本理念 

   市民文化会館（仮称）では、文化芸術のもつ人々に安らぎや活力を与え

る力、創造力や表現力を引き出す場として、様々な文化事業などを実施す

ることで、文化芸術に親しみ、楽しむ機会を広く市民に提供し、直接的に

市民生活を豊かにしていくことを目指します。同時に、文化芸術を通じた

活動が盛んになることにより、文化交流や地域間交流、世代間交流、観光

交流など様々な交流活動を通じて交流人口を増やし、柳川のまちに賑わい

を生み出すことを目指していきます。 

特に柳川の将来を担う人材や団体の育成を図ると共に、柳川に誇りを持

ち続けられるよう、文化芸術がもつ本来の力のみならず、経済活動におい

ても新たな需要や高い付加価値を生み出す力があることを活かし、柳川市

の歴史や産業、水郷柳川の観光などと連動し、柳川の魅力を創出・発信し

ていく拠点とし、賑わいのある柳川市のまちづくりにつなげていきます。 

 

 

～ 『柳川市民文化会館（仮称）基本構想』より ～   

 

 

 ２ 基本的な役割 

   市民文化会館（仮称）は、基本構想に基づき次の役割を担います。 

 

  (1) あらゆる市民が文化芸術にふれ、楽しむ場 

    単なる鑑賞の場ではなく、自ら演奏し、演じる場、文化芸術にふれる

などの文化芸術を楽しむ場を提供します。 

    大ホールは、１階座席部分を自由に移動できる可動席とします。演目

にあわせた使いやすいサイズでの利用や稽古・練習、制作の場、産業展

示、若者向けのイベントなど、文化施設の枠にとらわれない、自由な発

想で新たな活動を生みだせる場とします。 

    また、イベントホールは、小規模な鑑賞会・発表会、日常的な練習、

作品の制作・展示などに利用できるのみでなく、大ホールのリハーサル

 つ く る：あらたな柳川の地域文化を創造し発信する 

 そだてる：次代の文化を担う人材・団体を育てる 

 ふ れ る：文化芸術にふれ、豊かな創造性を育む 
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室としても利用できます。さらに、音楽練習室、ダンス・演劇練習室を

設け、日頃の活動を支える小規模の練習の場とします。 

    また、エントランスロビーなどの共有スペースを活用し、子どもから

高齢者まで誰もが気軽に立ち寄れ、文化芸術にふれあえる場とします。 

 

  (2) 人材の育成の場 

    将来、市の文化を担う人材の育成に努めることで柳川らしい文化を創

造し、地域に根付かせていくために、現役の活動者の育成と併せて、文

化振興に対する理解者、支援者を増やしていく活動の場とします。 

 

  (3) 柳川らしさの創造を発信する場 

    本市は、先人の知恵と技術の結晶ともいうべき掘割と何重にも広がる

干拓地を有し、干満の差日本一を誇る有明海に面するなど、柳川独自の

環境を背景に城下町として栄えてきた歴史があります。これらは、国民

的詩人と呼ばれる北原白秋の詩歌の母体へつながるなど、柳川の文化の

根幹をなすものであり、次代に引き継ぐべき財産です。この風土に育ま

れてきた文化を受け継ぎ、また、次世代に引き継ぐことにより、柳川ら

しい文化芸術が創造・発信される場とします。 

 

  (4) 交流を促進する場 

    建設予定地の近くは、「柳川よかもんまつり」をはじめ季節毎に様々な

イベントが行われています。また、近くに立地する足湯公園、柳川総合

保健福祉センター「水の郷」などにある温泉を目当てに多くの人が訪れ

る、日頃から賑わいのある地域です。さらに、市の観光拠点である「沖

端地区」に近いという立地を生かし、芸術のみに留まらない多様な文化

交流を目指し、観光、産業、地域活動と結びついた賑わいを創出する活

動、仕組みづくりを行う場とします。 
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Ⅲ 施設計画 

 

 １ 施設整備の考え方 

   市民文化会館（仮称）の整備に当たっては、次の項目に配慮することと

します。 

 

  (1) 周辺環境との調和 

掘割の景観との調和を意識した施設整備を行います。また、どんこ舟

からの見え方にも配慮した建物デザインとなるよう配慮します。さらに、

隣接する掘割及び遊歩道につながる形で緑地や広場を設けるなど、柳川

らしい水辺を生かした癒しの空間となるよう計画します。 

 

  (2) 誰もが利用しやすい施設 

施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン、サインなどの案内表

示などに配慮し、障害者や子ども、高齢者にも来館しやすく、使いやす

い建物となるように計画します。 

また、来館者の車、搬入車両などの動線を充分に検討し、可能なかぎ

り車と歩行者の動線を分離し、安全に来館できる計画とします。 

あわせて、どんこ舟の船着場を設けることで、掘割沿いの遊歩道の散

策者とどんこ舟での来館者の動線も考慮したつくりとします。 

 

  (3) 周辺への配慮 

敷地南側には、専門学校や病院、民家があります。そのため、周辺住

民や周辺施設に対しての騒音にも配慮した計画とします。 

また、車移動が市民の交通手段の中心となっている現状を踏まえると

公演時に多数の車両が集中することが想定されます。そのため、敷地内

及び周辺施設との連携などにより十分な駐車場を確保するとともに、敷

地への進入路の工夫などにより、周辺の交通渋滞にも配慮した計画とし

ます。 

 

  (4) 環境への配慮 

省エネルギー、省資源に努めるとともに、再生可能エネルギーの活用

も検討し、環境に配慮した計画とします。 

 

  (5) 機能性とランニングコスト低減への配慮 

    機能性を重視するとともに、維持管理の容易な施設造りを目指します。 
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あわせて、可能な限り機能の共用化を図るなど、できるだけコンパク

トなつくりとし、ランニングコストの低減を図る計画を行います。 

 

  (6) 既存施設との機能連携・分担 

    市内にあるホール機能を備えた文化関連施設（水の郷、大和・三橋公

民館、あめんぼセンター）やコミュニティセンターとの機能連携・分担

を前提とします。 

    特に、「水の郷」は建設予定地から徒歩５分程度と近いことから、既に

備えている諸室や機能と重複しない計画とします。 

 

  (7) 防災機能 

    現市民会館は災害時に住民が自主避難する「第 1 次避難施設」に位置

付けています。新しい市民文化会館（仮称）を第 1 次避難所として指定

する場合には、一時的な避難所として使用できる施設計画や管理運営方

法、さらには最低限の設備機能を維持・稼働させることができる設備機

器の設置、機械室の配置などを検討します。 

 

 

 ２ 施設の構成 

市民文化会館（仮称）は、以下の機能をもった施設とします。 

 

 

  (1) 大ホール系機能 

    身近な場所で優れた文化芸術を鑑賞する機能を備える一方、市民の文

化創造活動の実践の場所として、市民が使いやすい大ホールとします。 

また、文化に親しみを持ち、楽しむ人を増やしていくために、市民の

鑑賞と発表の場として、様々な演目に高水準で対応できる規模と設備を

有し、音響的にも優れたホールとします。さらに、大規模な催しから、

小規模な催しまで、様々な利用に対応できることに加え、美術展などの

・大ホール系機能 

・イベントホール系機能 

・展示ギャラリー系機能 

・創造支援系機能 

・交流系機能 

・管理運営系機能 



- 8 - 

展示会も開催することができる可変型ホールとします。 

可変型ホールは、どのようにホールを使うかも、自分たちで考えるこ

とができます。演目に合わせた使いやすいサイズでの利用、稽古や練習、

制作の場としても使うことができます。 

あわせて、客席後方の壁を開放し、ホワイエ、外部との連携が出来る

ようにします。 

 

① 客席 

客席数は 800 席程度、1階席と 2階席で構成された段床の客席としま

すが、1階席部分は、空気浮上式可動ワゴンで椅子を移動させることで

演目に応じて客席の観客とステージ上の演者との適切な距離を保つこ

とができ、ホール全体の一体感を醸成します。さらに座席をすべて移

動することで生まれる平な床面（平土間）での練習や展示利用なども

できるホールとします。 

１階席のみを使用する中規模ホール（500 席程度）、前方客席部分を

舞台として利用する小規模ホール（350 席程度）といった様々なサイズ

での利用を想定します。 

車椅子席や親子室などを設置し、だれもが舞台を楽しめるよう配慮

します。 

基本設定の段床の観客席は、舞台がよく見える配置とし、ホールに

おける臨場感を観客相互が共有できる空間を目指します。 

また、客席は、ゆとりのあるサイズ、配置に配慮します。 

なお、現市民会館の大ホールは 1012 席ですが、新しいホールは鑑賞

事業よりも市民利用を中心とした使い勝手のよいホールとすること、

現市民会館の狭隘な客席を踏まえ快適でゆとりのある客席スペースを

確保することなどを基に検討した結果、800 席程度としています。 

 

   ② 舞台 

現市民会館で問題となっている舞台奥行や袖の狭さを解消し、様々

な公演が可能となる、十分なサイズの舞台を設けます。 

また、舞台には、音響反射板を設置し、観客への音響と演奏者自身

への音響に配慮します。 
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・演技エリア：幅 14.5m（8 間）、奥行 14.5m（8 間）程度 

・舞台面積：上手、下手袖舞台の合計が演技エリアと同等程度 

・舞台開口：間口 18m（10 間）→クラシックコンサート時 

 間口 14.4m(8 間) →舞台芸術時 

 高さ 9m以上 →クラシックコンサート対応の高さと舞台

    芸術時の最高高さ９mを考慮し決定する 

 

・想定舞台面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ ホワイエ（大ホール利用者の待ち合い、休憩スペース） 

1 階席後方のホワイエは、ホール客席部の後壁を大きく開き、ホール

と一体利用ができるように検討します。美術展などの際には、ホワイ

エも展示スペースの一部として利用できる設えとします。 

トイレは法定個数を満たすのみでなく、女性用の数を十分に設け、

子どもも利用しやすいトイレとします。 

また、多目的トイレは、車椅子利用者や障害者の方が優先的に利用

できるよう配慮します。 

 

   ④ 楽屋、搬入口、倉庫 

    Ⓐ 楽屋 

現市民会館では楽屋が不足していたため、市民文化会館(仮称)で

は、通常の利用に十分な大きさや数の楽屋を配置します。楽屋のう

ち１室は、本番前に音出しのできる遮音に配慮した設えとします。 

さらに、イベントホールの楽屋、会議室や練習室を臨時楽屋とし

て使用できるよう、設備、動線についても検討します。 

  

  

  

 
  

18m 
 

演技エリア 

（14.5m×14.5m） 袖幕 袖幕   15m 

35m 

 

の 1/2 

14.5m) 

袖舞台 
(7.3m× 

  
演技エリア 

  

の 1/2 

14.5m) 

袖舞台 
(7.3m× 

 
演技エリア 
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また、ホールの利用のない時には、楽屋を会議室や練習室として

利用することが可能な配置とします。 

小楽屋（２室）：1～3人用 

中楽屋（２室）：6～8人用 

大楽屋（２室）：20 人程度 

    Ⓑ 搬入口・荷捌き 

舞台への道具の搬入は、大型搬入車両からの道具の積みおろし、

舞台への搬入が容易にできるよう計画します。 

また、雨天の際に雨に濡れることのないように庇を設けるなどの

配慮を行います。 

    Ⓒ 倉庫 

舞台関連の多種多様な道具・備品類を収納できる十分な倉庫を配

置し、道具・備品類の移動動線にも配慮します。 

ピアノ用倉庫などの温湿度管理の必要な倉庫は、空調にも配慮し

た計画とします。 

    Ⓓ その他 

出演者の出待用ロビースペース、楽屋用トイレ、主催者事務室、

スタッフ控室などの必要諸室を配置します。 

 

    [※大ホール内観 イメージ図] 

[プロセニアム形式] 
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   [大ホール系機能 概算面積] 

区　分 室　名 備　　考 面積集計

1 客席関係 客席 (1階移動600席程度)

(2階固定200席程度)

多目的観覧室(親子室) 多目的観覧室(親子室)

移動席収納 20m×2.5m

2 ホワイエ関係 ホワイエ 観客がくつろげる空間とする

主催者事務室 主催者が使用

ホワイエ備品庫

客用便所 十分な数を設ける

3 舞台及び舞台裏 舞台 奥行15ｍ(8間)×巾35ｍ　PW=18ｍ(10間)

照明・音響制御盤室

舞台機構制御盤室 (スノコに設置)

搬入・荷捌き トラックは屋外駐車

倉庫

ピアノ・楽器庫

4 技術諸室 調光操作室　　

音響調整室　

投映室　　　

ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄﾞ (面積計上なし)

ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ (面積計上なし)

ﾌｫﾛｰｽﾎﾟｯﾄ室

5 楽屋関係 小楽屋 １室当り1～3人収容

中楽屋 １室当り6～8人収容

大楽屋 １室当り20人収容

楽屋ロビー 舞台と楽屋の間に配置

楽屋事務所 楽屋通用口に配置

楽屋便所・シャワー

楽屋備品倉庫

給湯室、洗濯室

6 共用部分 通路、ダクトスペース等 650

小　　計 2,800

650

300

430

700

70
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  (2) イベントホール系機能 

 

   ① イベントホール 

市民の日常的な練習のほか、小規模な発表やリハーサルにも利用で

きる平土間形式のホールとします。 

平土間のイベントホールは、小規模な鑑賞会、発表会、日常的な練

習、作品の制作などに利用出来るのみでなく、大ホールのリハーサル

室としても利用できます。 

また、クラシックの生音に配慮した内装計画を行ない、小規模なコ

ンサート、発表会に適した室内音響となるよう配慮します。 

配置は、大ホールでの本番前の音出しなどが容易に利用できるよう、

大ホール舞台との動線を確保します。 

客席は自由なレイアウトに対応できる移動席とします。 

舞台は仮設とし、自由な位置に設営できるものとします。 

舞台設備は、様々な使い勝手に対応できるフレキシブルな設備とし

ます。 

 

   ② 楽屋、搬入口、倉庫 

    Ⓐ 楽屋 

イベントホール用の楽屋を配置します。楽屋が不足した場合は、

大ホールの楽屋を利用することのできる配置、設備とします。 

小楽屋（２室）：1～3人用 

大楽屋（１室）：20 人程度 

    Ⓑ 搬入口・荷捌き 

ホールへの道具の搬入は、大型搬入車両からの道具の積みおろし、

舞台への搬入が容易にできるよう計画します。 

また、雨天の際に雨に濡れないよう、庇も設けるなどの配慮を行

います。 

    Ⓒ 倉庫 

平土間ホールでの多様な用途に対応する備品類を収納できる、十

分な倉庫を配置し、備品類の移動動線にも配慮します。 

    Ⓓ その他 

出演者の楽屋ロビースペース、楽屋用トイレ、スタッフ控室など

の必要諸室を配置します。 

  

 



- 13 - 

 

   [イベントホール系機能 概算面積] 

区　分 室　名 備　　考 面積集計

1 ホール ホール 客席数200席程度　約8間×9.5間(舞台部含む） 250

2 ホワイエ関係 ホワイエ (共用ロビー利用)

ホワイエ備品庫

客用便所 (共用ロビーのトイレを兼用)

3 舞台裏 制御盤室 照明・音響・機構

搬入・荷捌き (トラックは屋外駐車)

倉庫

4 技術諸室 調光・音響操作室　　

ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄﾞ (ｷｬｯﾄｳｫｰｸ利用)

ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ (ｷｬｯﾄｳｫｰｸ利用)

ﾌｫﾛｰｽﾎﾟｯﾄ室 (照明操作より）

5 楽屋関係 小楽屋 １室当り1～3人収容

大楽屋 １室当り20人収容

スタッフ控室 主催者用/上演団体用

楽屋ロビー 舞台と楽屋の間に配置

楽屋便所

楽屋備品倉庫

給湯室

6 共用部分 通路、ダクトスペース等 150

小　　計 660

10

15

165

70

 

 

 

 

  (3) 展示ギャラリー系機能 

 

    市民の作品発表の場として、展示ギャラリーを配置します。 

大規模展示の際には、大ホール、イベントホール、ホワイエ、ロビー

などのスペースと連動して、展示スペースを確保します。 

 

   [展示ギャラリー系機能 概算面積] 

区　分 室　名 備　　考 面積集計

1 ギャラリー 展示ギャラリー 市民ギャラリー(約5間×5間)

倉庫

2 共用部分 通路、ダクトスペース等 40

小　　計 170

130
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  (4) 創造支援系機能 

 

   ① 練習室 

     市民の舞台芸術などの日常的な練習の場として、楽器、コーラスな

どの練習を想定した防音機能を備えた練習室１室と、ダンス・演劇な

どに利用できる練習室２室を設けます。 

 

   ② 創作室 

市民の舞台制作活動を支える部屋として、創作室を設けます。 

大ホール・イベントホールのどちらへも、制作物を移動させやすい配

置、搬入動線についても配慮します。 

 

   [創造支援系機能 概算面積] 

区　分 室　名 備　　考 面積集計

1 練習室 音楽練習室 30㎡(約3間×3間)×1室

倉庫

創作室 40㎡(約3間×4間)×1室

2 共用部分 通路、ダクトスペース等 50

小　　計 230

60㎡(約5間×3.5間)×1室
40㎡(約3間×4間)×1室

ダンス・演劇
180

 
 

 

 

  (5) 交流系機能 

 

   ① 共用ロビー 

     施設全体のエントランスとしての機能をもつとともに、さまざまな

情報発信の場となることを目指します。 

     市民文化会館（仮称）の賑わいを創出するための重要な空間として、

ホールで公演などの催し物が行われていない時でも市民が気軽に立ち

寄れる場とします。 

     ロビーの一部に、飲食のスペースが確保できるよう検討します。 
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  ② 会議室 

    貸し出し利用を想定した会議室を設けます。ホールで楽屋が不足した

場合は、楽屋として利用できる設えとします。また、ホールでの公演時

など、必要に応じて託児室としても使用することも想定します。 

 

  ③ ミーティングルーム 

    ホールサポーターや市民団体など、ホール利用者だれでもが利用でき

る部屋を設けます。 

 

  ④ 広場 

    掘割側から施設のロビーやホワイエへ繋がる、立ち寄りやすい広場を

設けます。 

 

[交流系機能 概算面積] 

　区　分 室　名 用　　　途 面積集計

1 共用ロビー

会議室 40㎡(約3間×4間)×1室

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 20㎡(約2間×3間)×1室

トイレ

2 共用部分 通路、ダクトスペース等 150

小　　計 640

490

 

 

 

 (6) 管理事務室（管理運営系諸室） 

   管理運営スタッフの執務スペース関連諸室として、貸館受付や施設案内

のカウンターを併設する、開かれた事務室とすることを考えます。清掃員

控室などを必要に応じ適宜計画します。 

 

  ① 共用部分・機械室 

廊下・通路、設備スペース（ダクトスペース、配管スペースなど）の

共用部分の面積は、機能部分の面積の約 30％と想定します。 

機械室関係の諸室は、延床面積の 15％と想定します。 
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[管理運営系機能 概算面積] 

区　分 室　名 用　　　途 面積集計

1 運営事務室 事務室 更衣室等を含む

会議室

2 清掃員控室

3 トイレ

4 共用部分 通路、ダクトスペース等 40

5 機械室関係 機械室、電気室等 　 825

小　　計 1,000

135

  
 

 

   [※施設機能図] 

 

 

 
掘割に面した 
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イベントホール 

楽屋・バックヤード 

展示室 

創作室 

音楽練習室 

ダンス･演劇

練習室 

共用ロビー 

控室 

搬入 

搬入 

客席・ホワイエの可動壁を開放し 

屋外との一体利用を可能とする 

創作室はどちらの 

ホールでも利用可能な

配置計画とする。 

楽屋はホール利用がない場合に 

会議室や練習室としても利用可能

な配置、しつらえとする。 

大ホール、イベントホール、 

展示ギャラリー、共用ロビーは、

大規模な展示会に対応した 

配置、しつらえとする。 
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 ３ 施設の規模及び事業費 

各機能諸室の必要面積を算定すると、市民文化会館（仮称）における必

要延床面積は、約 5,500 ㎡程度になると想定されます。 

 

大ホール 2,800 ㎡   

イベントホール 660 ㎡   

展示ギャラリー 170 ㎡   

創造支援系諸室 230 ㎡   

交流系諸室 640 ㎡   

管理・運営系諸室 1,000 ㎡   

合 計 5,500 ㎡   

 

市民文化会館（仮称）整備にかかる事業費（設計費、備品費、建設敷地

内の外構工事費を含む。）として、40 億円を想定します。 

   また、財源として合併特例債を活用します。併せて、社会資本整備総合

交付金などの交付金・補助金の活用を検討します。 
なお、物価の変動により建設にかかる費用が見込みにくい状況です。そ

のため、今回示した延床面積は、基本・実施設計段階において、諸室の見

直しなどにより変更になる場合があります。 

 

 ４ 整備スケジュール 

   現時点での想定スケジュールは、以下のとおりです。 

 

平成２７年度 基本設計着手 

平成２８年度 基本・実施設計 

平成２９年度 建設工事(着工) 

平成３１年度 建設工事(年度内竣工) 

平成３２年度 開館 
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Ⅳ 敷地計画 

 

 １ 建設予定地 

   「柳川市民文化会館（仮称）基本構想」において、複数の候補地の中か

ら柳川市民グラウンドを中心とした敷地を市民文化会館（仮称）の建設予

定地とすることにしています。 

   隣接する柳川市民温水プールは当面残しますが、柳川市民体育センター

は撤去し、本施設の計画地の一部とする予定です。 

 

 

 ２ 条件整理 

 

  (1) 立地条件 

   ① 賑わい・憩いの場づくり 

     市民文化会館（仮称）の敷地は、周辺に足湯公園、柳川総合保健福

祉センター「水の郷」などの温泉施設があり、日頃より多くの市民に

利用されています。また、「柳川雛祭りさげもんめぐり」「水郷柳川夏

の水まつりスイ！水！すい！」「白秋祭水上パレード」「柳川よかもん

まつり」など様々なイベント・行事と連携して、市民が集い、観光や

文化、公園などの施設と一体となった、日常的な賑わいを演出できる

場所です。 

     また、近くには、高校・専門学校などがあることから、居心地のい

い空間づくりにより、学生の放課後の立ち寄りを中心に、日常的に市

民が憩う場の創出が期待できます。 

 

   ② 市内観光との連携 

     旧藩主別邸の御花や北原白秋生家、川下りの終着地であり、柳川観

光の中心である沖端地区に近く、市民文化会館（仮称）で行う行事や

会議、イベント、講演会の前後に柳川観光を楽しむことのできるエリ

アです。 

 

   ③ 交通アクセス 

     有明海沿岸道路徳益インターチェンジ付近から県道橋本辻町線へつ

ながる道路を整備することで、東方面への動線が追加され、大和町、

三橋町などの市内利用者、九州自動車道みやま柳川インターチェンジ

や有明海沿岸道路を利用する市外利用者にとって利便性の良い敷地です。 
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   ④ 景観・掘割の活用 

     柳川を代表する景観である掘割に面し、掘割沿いに遊歩道が設けら

れています。これらの柳川らしい風景と市民文化会館（仮称）側に設

置する広場を繋げることで、市民が憩うことができる空間づくりを進

めます。また、新たに船着き場を設けることで、西鉄柳川駅から、市

民文化会館（仮称）を経由して、沖端方面までどんこ舟を周遊させる

新しい川下りコースの開発も検討できます。 

 

     [※掘割からの動線イメージ図] 

 

 

 

 

  (2) 用途（建築諸）条件 

   ○所 在 地  柳川市上宮永町 

   ○敷地面積  約 15,000 ㎡（予定） 

   ○用途地域  第２種住居地域（建ぺい率 60％、容積率 200％） 

          建築基準法第 22 条区域 

   ○接続道路  西側に県道 766 号線(県道橋本辻町線)、幅員 9.0ｍ（全幅）

があり、幹線道路となっています。東側に市道京町上宮

永線、幅員 7.3ｍ（全幅）があります。 

   ○公共交通機関  西鉄柳川駅からの路線バスで、杉森学園前停留所が

敷地の最寄となります。 
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Ⅴ 事業計画 

市民文化会館（仮称）では、文化芸術に触れ、親しむ機会を広く市民に提

供することで、暮らしの中で文化芸術を楽しむ土壌づくりを行い、直接的に

市民生活を実り豊かなものにしていくための事業を展開していきます。  

また、柳川市の歴史や産業、観光などと連動し、柳川の魅力を創出・発信

していく拠点とし、賑わいのある柳川市のまちづくりにつなげていきます。 

 

 

 １ 事業検討の視点 

   市民文化会館（仮称）では、様々な文化芸術事業による人材育成などを

通じて柳川らしい文化の振興を図ると同時に、新たな施設が持つ機能など

を活かした各種イベントや産業・観光に関する事業など、文化芸術以外の

活動にも幅広く関与し、様々な交流を生みだすことで地域活性化に繋げて

いくことを目的に、以下の視点で事業を検討します。 
 

  (1) 柳川らしい事業 

    詩聖北原白秋の詩歌の母体となった掘割や何重にも広がる干拓地、日

本一の干満差を誇る有明海などの柳川独自の風景や城下町として発展し

てきた歴史などが柳川の文化の根底にあります。 
    これらの風土に育まれ、受け継がれてきた文化を次世代に引き継いで

いくとともに、新たな文化芸術が創造・発信される態勢づくりを進めま

す。 

 
  (2) 施設機能を活かした事業 

    大ホールには座席が移動する可動席を導入することにしています。計

画の可動席は一般的な可動席とは違い座席の向きを自由に変えられるも

のとし、これにより、様々なホールレイアウトが可能になるとともに、

座席をすべて収納することで、平土間の空間も確保することができます。

これらの機能を十分に活用することで、固定席では不可能だった事業も

開催可能になるため、バリエーションに富んだ事業に取り組みます。ま

た、様々な利用者ニーズに対応することができることから、これまで市

民会館を利用していなかった利用者に対する周知にも積極的に取り組み、

新たな利用者の獲得に繋げていきます。 

 
  (3) 立地を活かした事業 

    市民文化会館（仮称）は、柳川を代表する観光資源である「川下り」
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の外堀コースに面した柳川らしい景観を備える場所に建設します。この

立地を活かした演者の「どんこ舟」による会場への乗り込みといった柳

川でしかできない演出など、柳川のアイデンティティともいうべき「掘

割」を積極的に活用します。 
    また、柳川観光の拠点である「沖端地区」に近く、さらに周囲に高校

や専門学校が存在するという立地条件を活かし、居心地がよい空間づく

りを通じて、イベントなどが行われていない時にも人が集い・憩える場

所づくりを進めていきます。 

 
 ２ 事業の分類 

公共文化施設の事業形態は、事業の実施主体によって「自主事業」と「貸

館事業」に分けられます。これまでの公立文化施設では、自主事業は公演の

広報宣伝、チケット販売などの業務と収支の責任のすべてを単独で担う主催

事業がほとんどでした。 
近年では、管理運営者と上演団体などが業務と収支リスクを分担して行う

共催事業が増加する傾向にあります。全ての自主事業を主催で行う場合、膨

大な業務量と収支のリスクが高いなどの問題がありますが、イベント会社や

興行会社と共催することにより、より多様な事業をより少ない労力と少ない

収支リスクで提供できる可能性が高まることから、共催による事業実施を検

討していきます。 
また、他団体と協働することにより、文化芸術や制作などの情報収集や意

見交換ができるため、スタッフのスキルアップや自主事業の質の向上に繋げ

ていきます。 
 

自主事業 
・施設の運営主体が主催する事業 
・施設の運営主体と他団体（民間企業・団体など）が共同
で主催する事業 

貸館事業 ・市民や文化団体、プロモーターなどに施設を貸出す事業
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○ 想定事業の例示 

自
主
事
業 

鑑 賞 市民が文化芸術に触れ、親しむ土壌づくりを進める鑑賞機

会の提供を行う事業。 

（例） 

・アーティストによる公演事業の実施 

・落語・能・狂言など伝統芸能の公演事業の実施 

・子ども対象の公演事業の実施 

・親子で楽しむ公演事業の実施 

・楽団、演劇、舞踊、ダンスなど多様なジャンルの公

演事業の実施 

文化芸術を身近なものとして感じてもらえるよう、関心や

文化活動への参加意欲を向上させる事業。 

（例） 

  ・公演前に行う解説講座 

  ・質の高い美術作品の展示 

 

普及・育成 文化芸術活動に取り組む人を増やすため、体験の場を提供

したり、文化活動に取り組む人材の育成を行う事業。 

（例） 

・音楽、演劇、美術制作などの体験ワークショップな

どの実施 

  ・子ども向け文化芸術体験講座の実施 

  ・バックステージツアーの実施 

・核となる芸術プロデューサーの養成 

  ・プロによる演奏指導機会の提供 

  ・舞台技術、アートマネジメントなどの研修会の実施

・教育機関や福祉施設などへ出向いて文化芸術を届け

るアウトリーチ事業の実施 

市民とともに成長する市民文化会館（仮称）を目指し、市

民による支援体制の確立を図る事業。 

（例） 

・運営支援ボランティアの養成 

  ・鑑賞団体などの立ち上げ 

 

創 造 市民文化会館（仮称）を中心に、新しい文化活動の創出を

行う事業。 
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（例） 

・市民楽団、市民合唱団などの団体の設置、運営 

  ・柳川オリジナル作品の制作 

  ・柳川市総合美術展の開催 

・市民楽団、市民合唱団、市民ミュージカルの公演 

 

発 信 柳川の文化・歴史・産業などの地域資源を様々なイベン

ト・媒体を通じて、市民だけでなく、来街者にも発信する

事業。 

（例） 

・柳川の歴史、文化講座の開催 

・柳川弁講座の開催 

・柳川の伝統芸能の競演会などの開催 

  ・柳川地場産品市場の開催 

・観光をはじめ様々な情報の発信 

・市内の文化に関する情報の集約・発信 

・ＩＣＴを利用した情報発信 

 

交 流 だれでも気軽に参加できる事業を通じて、多くの人の参

加・交流を図る事業を充実させる。 

（例） 

  ・音楽祭、コンクール、文化祭などの開催 

  ・ダンス・クラブ・映像系イベントなどの開催 

・フリーマーケットや特産品市場など市民や観光客が

集まりやすいイベントの開催 

・見本市や展示会などの開催 

・他施設などとの連携による事業の開催 

「全ての人々にとっての文化芸術」に取り組み、だれもが

多彩な文化芸術に親しみ、文化芸術による社会参加の機会

を開くことができる事業。 

（例） 

・文化芸術活動に積極的に参加する人々だけでなく、

子どもや若者、高齢者、障害者、子育て中の親子、

在留外国人など様々な人々が文化芸術活動に親し

むための事業展開 

・様々な人々の協働による作品の創作機会の創設 
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・文化芸術活動を通じた地域コミュニティの醸成 

・アーティストインレジデンスなど、分野を問わない

多様な芸術家による交流事業 

  ・日常生活のあらゆる場面で芸術作品に触れる機会を

提供する仕組みづくり 

・施設のバリアフリー化、託児サービス、親子室の設

置など利用者ニーズに応じた施設づくり 

 

文化芸術に興味や関心がない市民も行ってみたいと思う

雰囲気づくりを行う事業。 

（例） 

  ・ロビーなど共有スペースを利用したイベントの実施

・掘割を生かしたくつろぎ空間の演出 

・四季の行事に合わせた会館内部づくり 

・観光をはじめ様々な情報の発信 

・多くの人が集えるスペースの設置 

 

観 光 掘割などの観光資源や伝統文化を活かした水郷柳川らし

い観光につながる事業。 

（例） 

・拠点を結ぶどんこ舟を利用した水上動線の活用 

・さげもん展示・企画展 

・柳川の文化や歴史に触れる体験型事業の実施 

・観光をはじめ様々な情報の発信 

 

貸館事業 市民文化会館（仮称）の諸室を市民や文化団体などに貸出

しを行う事業。また、貸出しだけでなく、市民の文化活動

に対し、専門的なアドバイスや支援を積極的に行う。多様

な活用ができるホール機能の周知・営業活動などを通じて

新たな施設利用者の掘り起こしを行う。 
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Ⅵ 管理運営等 

文化芸術振興基本法などにより、地方公共団体においては文化芸術の振興

に関して地域の特性に応じた施策を策定し、また、実施する責務を負うこと

が明らかにされています。さらに、文化芸術は広く社会への波及力を有して

おり、教育、福祉、まちづくり、観光・産業等周辺領域への波及効果を視野

に入れた文化芸術の振興が求められています。 
これらを踏まえ、市民文化会館（仮称）の管理運営にあたっては、柳川市

の自主的かつ主体的な取組を前提として、最適な管理運営体制の構築を図る

必要があります。また、市民ニーズに合った事業を実践できる管理運営体制

の構築も大きな課題です。市民が文化芸術に触れ、親しむ事業展開を通じて、

次代の文化振興を担う人材を育成するなど、柳川における真の文化芸術の創

造拠点となるような管理運営を検討する必要があります。 
そのためには、ホール運営や企画制作に長けた人材を登用するとともに、

市民もホール運営に参画できる体制づくりが求められます。この中で、ワー

クショップや鑑賞事業（プレ事業）などを開館前から先行して実施すること

で、開館後の運営に関する方向性に活かすことができます。さらに、プレ事

業の結果などを踏まえた施設利用に関するルールづくりなどを事前に検討で

きるなどメリットが大きいことから、開館前の早い段階で運営主体を確定さ

せることが望まれます。 
なお、詳細については、基本構想、基本計画の考え方を踏まえた「管理運

営計画」の中で検討します。 
 

 

 １ 組織 

  (1) 組織・体制の方向性 

    基本構想に掲げた「専門性の確保」と「市民参画」を適切に実現し、

市民文化会館（仮称）を活性化していく組織づくりが必要です。 

    そのためには、必要な専門性と人数、事業における専門家の位置づけ、

外部委託の可能性、利用規則、市民協働のあり方などの課題があります。 

 

  (2) 管理運営主体の考え方 

    現在、公の施設の管理運営方法として、市が直接運営を行う「直営」

と特定の事業者を指定して行う「指定管理者による運営」があります。 

    指定管理者については「民間事業者」「財団」「ＮＰＯ」などで構成さ

れます。 
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  (3) 管理運営業務の内容と運営主体の関わり 

    管理運営に関する業務として、大きく以下の４つの業務に分けること

ができます 

 

項目 業務内容 

① 貸館事業 ホール・各諸室の貸館の管理 

② 自主事業 各種事業の企画・制作・実施 

③ 舞台技術管理 舞台機構・照明・音響の管理 

④ ビルメンテナンス 施設のメンテナンス、清掃、維持管理 

 

    これまでは、「直営」「指定管理者」とも、それぞれの運営主体が    

①～④の全ての業務を担う場合がほとんどでした。 

 

直営 行政が一括して①～④の全ての業務を行う。 

（一部委託の場合もある） 

指定管理者 財団などの団体や共同事業体を構成して指定管理

者となり、①～④の全ての業務を行う。 

 

    しかし昨今では、①～④の業務自体に専門性を求められることから、

それぞれの業務を異なる主体が担当する事例も生まれています。 

    各業務へ適切な主体が配置されることで、管理運営業務全体の効率化

やサービスの向上を実現する可能性が高まります。 

    これらの状況も踏まえ、基本理念を実現するためにふさわしい手法に

ついて、他市事例なども参考に様々な観点から検討する必要があります。 

 

[管理運営主体の比較] 
① 貸館事業 

○直営の場合 
･文化施設の管理運営に関する専門的なノウハウが少ない。 
･延長や繰上げ利用など、柔軟な対応が出来ない可能性がある。 

○指定管理者の場合 

･専門的な管理運営ノウハウを持った管理者を選定できる可能性が高い。 
･専門性を生かした利用者への細かなサービスが期待できる。 
･利用時間の設定・対応（深夜・早朝利用許可、休館日の臨時開館など）

は一般的に提案事項になるため、柔軟な対応が期待できる。（内容に

よっては、条例改正などが必要となる場合がある） 



- 27 - 

② 自主事業 

○直営の場合 

･市の方針を反映させやすい。 
･既存事業や関係団体との交流があり、連携や活動がしやすい。 
･育成、創造支援やアウトリーチに取り組みやすい。ただし、効果的に

実施できる体制づくりと職員の意欲が必要。 
･市民参画、連携、ボランティアの育成などが進めやすい。 

･人事異動があるため、事業の継続と充実が難しい。 

○業務委託の場合 

･市の文化政策に沿った自主事業の企画/制作が可能となる。 
･受託者が市内団体とのネットワークを有する場合は、市内団体との連

携が図りやすい。 
･自主事業（業務委託）と貸館事業（直営/指定管理者）が分かれること

により、調整が必要となるため、柔軟な事業運営が難しい。 

○指定管理者 
･選定の際に市の方針を明確に示し、専門性の高いスタッフの配置と質

の高い事業内容を高評価項目とすれば、充実した事業が期待できる。 
③ 収支について 

○全て直営の場合 
･各種の補助金、寄付金などを受け入れやすい。 
･単年度予算のため、長期展望が図りにくい。 

･予算の柔軟な運用ができない。 
○直営＋業務委託（自主事業）の場合 

 ･事業間での流用が柔軟にできる。 

･各種の補助金、寄付金などを受け入れやすい。 

･単年度予算のため、長期展望が図りにくい。 

･予算の柔軟な運用ができない。 

○指定管理者＋業務委託（自主事業）の場合 

  ･事業間での流用が柔軟にできる。 

･費用対効果を高め、同じコストで充実した運営が期待できる。 

･維持管理費が把握できないため、指定管理料の算定が困難である。 
○全て指定管理者の場合 
･業務間、年度間での流用など、予算の柔軟な運用が可能。 

･費用対効果を高め、同じコストで充実した運営が期待できる。 

･維持管理費が把握できないため、指定管理料の算定が困難である。 
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 ２ 運営 

  (1) 開館時間、休館日の考え方 

     利用者のニーズに合わせて開館時間、利用時間区分、休館日を設定す

る必要があります。これらには維持管理費や人件費が問題となってきま

すが、利用者の利便性に配慮しながら検討していきます。 

 

  (2) 利用申請、利用可能日数の考え方 

    利用の申請時期やその方法、連続利用が可能な利用日数などについて

は、利用者の利便性などを考慮して検討していきます。 

 

 

３ 市民参加に関する基本的な考え方 

   劇場・ホールにおける住民参加の方法としては、施設利用者としての日

常的な活動やチケットの購入から、より主体性・責任が求められるホール

サポーターなどのサポートスタッフ、事業パートナーといった多彩な関わ

り方があります。 
   市民文化会館（仮称）が市民とともに歩む施設となるため、市民ととも

に運営できる体制を構築し、誰もが訪れやすい環境づくりを進めます。 

 
 
４ 管理運営等スケジュール 

   現時点での想定スケジュールは、以下のとおりです。 

 

平成２７年度 管理運営計画（着手） 

平成２８年度 管理運営計画（策定） 
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【参考：市民参加のイメージ】 

 

■主体性・責任の伴う市民参加方法の内容と目的 

市民参加 活動内容・業務内容
目的 

館側 市民側 

③ 
 
ホール 
サポーター 
など 

劇場やホール主導の
下での、サポート型
市民参加 
 

劇場やホールの事業の円
滑な運営に寄与する 
 
スタッフ不足、運営予算不
足の補完 
 
（間接的な）市民の参加機
会の拡大 
 

運営の現場に触れ、手伝う
ことによる充実感 
 
劇場やホールのウラ側に
関する知識の獲得 
 
活動を通じた 
新しい仲間との出会い 
 
※限られた範囲の責任し
か伴わない 

④ 
 
事業企画 
推進役 
 

主体的かつ連携的な
取り組みを前提とし
た業務 
 
実行委員会組織への
発展の可能性 
 

市民の知恵やアイディア
や、行動力を活かす 
 
市民の文化活動の発掘・育
成 
 
市民参加型事業の実施 
 

自身の経験・技能・アイデ
ィア・人的ネットワークな
どなどの活用 
 
職能としての舞台芸術の 
仕事の体得 
 
ホールや劇場運営に主体
的に関わる喜び 
 
※業務内容に応じた相応
の責任が伴う 

⑤ 
 
事業 
パ ー トナ ー
(NPO） 
 

自立組織として意思
決定を行う 
 
幅広い分野の NPO な
どとの連携による組
織的広がりの可能性
 

市民組織を事業パートナ
ーとする 
 
行政では対応できない 
民間活力、柔軟性の活用 
 

文化施設を拠点とした 
地域の活性化、まちづくり
への取り組み 
 
自分達の既存活動を公共
ホール・劇場の事業や運営
に活用 
 
劇場やホールを通じた活
動の 
連携と拡大 
 
※事業の成否、収支など全
ての責任が伴う 

 

小 
主体性 

責任の大きさ 

大 

① 日常的な活動での参加（施設利用者） 

② 観客としての参加（施設利用者） 

③ ホールサポーターなどとしての参加 

④ 事業企画・推進役としての参加 

⑤ 事業パートナー（NPO）としての参加 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

参考資料 

 

 ■柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会での協議状況 

 

 ■柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会名簿 

 

 ■柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップでの協議状況 
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■柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会での協議状況 

 

平成 26 年 11 月 28 日 

第１回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・基本計画検討委員会について 

 ・基本構想について 

 ・スケジュールについて 

平成 26 年 12 月 27 日 

第２回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・12/21 市民ワークショップの結果について 

 ・先進自治体のホール施設整備の動向・特徴等について 

平成 27 年 1 月 30 日 

第３回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・1/18 市民ワークショップ意見の検討について 

 ・市民文化会館で実施する事業（案）の検討について 

平成 27 年 2 月 24 日 

第４回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・2/15 市民ワークショップの協議結果について 

 ・市民文化会館に必要な機能の検討について 

平成 27 年 3 月 18 日 
第５回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・諸室の機能、広さについて 

平成 27 年 4 月 13 日 

第６回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・3/26 市民ワークショップの協議結果について 

 ・諸室の機能等の検討について 

平成 27 年 4 月 27 日 

第７回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・4/23 市民ワークショップの協議結果について 

 ・市民文化会館（仮称）の施設（規模・諸室 等）について

平成 27 年 5 月 18 日 
第８回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・管理運営に関する協議について（事業計画・管理運営） 

平成 27 年 6 月 8 日 

第９回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・5/21 市民ワークショップの協議結果について 

 ・管理運営に関する協議について 

  （事業展開・運営主体・市民参加の考え方整理） 

 ・市民文化会館（仮称）基本計画（素案）の検討 

平成 27 年 6 月 29 日 

第１０回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・基本計画（素案）に対する委員意見について 

 ・市民文化会館（仮称）基本計画（案）のとりまとめ 

平成 27 年 7 月 28 日 

第１１回柳川市民文化会館（仮称）基本計画検討委員会 

 ・基本計画（案）パブリックコメントの結果について 

 ・市民文化会館（仮称）基本計画（案）答申について 
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 柳川市⺠⽂化会館（仮称）基本計画検討委員会委員名簿
氏　　名 所　属　等

立花　民雄 柳川文化協会

武末　十治男 大和町文化協会

森田　文次 三橋文化協会

姉川　章二 カルチャラル柳川ふれあい文化事業実行委員会

草場　宗彦 柳川市総合美術展運営委員会

椛島　道治 Classicコンサートプランナー

安永　万里江 柳川市子どもの健やかな成長を願う実行委員会

生田　裕子 子育てネットワーク会議

古賀  俊浩 柳川市民吹奏楽団

古賀　理紗 声楽・ピアノ講師

壇　遼 クラシックギター奏者

大橋　耕二 心音テクニカルサポート

野田　泰助 一般社団法人　柳川青年会議所

椛島　和善 柳川商工会議所　青年部

原　翼 柳川市商工会　青年部

勝見　昭 NPO法人文化施設支援機構事務局長

今村　功輔 水の郷クラブ

黒田　洋一 サザンクス筑後館長

古賀　弥生 アートサポートふくおか

大森　洋子 久留米工業大学　教授

齋藤　豊治 九州大谷短期大学　教授



- 35 - 

■柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップでの協議状況 

 

平成 26 年 12 月 21 日 

第１回柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップ 

（参加者：6名）

 ・基本構想について 

 ・柳川じまん・ふまん（グループ討議、発表） 

平成 27 年 1 月 18 日 

第２回柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップ 

（参加者：19 名）

 ・新しい市民文化会館でどんなことができるか 

 ・新しい市民文化会館でどんなことをやりたいか 

平成 27 年 2 月 15 日 

第３回柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップ 

（参加者：10 名）

 ・市民文化会館でどんなことをやりたいか、何ができるか 

 ・市民文化会館にどんな機能が欲しいか 

平成 27 年 3 月 26 日 

第４回柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップ 

（参加者：13 名）

 ・市民文化会館（仮称）にどんな機能が欲しいか 

 ・市民文化会館（仮称）で必要な諸室は 

平成 27 年 4 月 23 日 

第５回柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップ 

（参加者：18 名）

 ・模型を活用した施設配置の検討 

平成 27 年 5 月 21 日 

第６回柳川市民文化会館（仮称）市民ワークショップ 

（参加者：17 名）

・自分が館長だったら、市民文化会館で何をやりたいか。 

・サポーターとして市民文化会館とどう関わりたいか。 

平成 27 年 6 月 29 日 

第７回柳川市民文化会館（仮称）ワークショップ 

（参加者：17 名）

・柳川市民文化会館（仮称）基本計画（案）に関する 

意見交換 

・今後のワークショップの進め方に関する意見交換 
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柳川市民文化会館（仮称）基本計画 
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